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監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
一
〇
）

１

監
査
結
果
公
告
第
1
0
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
1
4
年
７
月
1
9
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
辻
　
　
　
久
　
男
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
田
嶋
　
伝
　
一
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫
　

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
4
年
５
月
2
1
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
仁
井
田
二
ツ
屋
二
丁
目
４
番
７
号

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号

秋
田
市
仁
井
田
本
町
一
丁
目
1
6
番
６
号

能
代
市
青
葉
町
７
番
５
号

秋
田
市
桜
一
丁
目
５
番
1
9
号

秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
３
番
5
5
号

湯
沢
市
深
堀
字
深
堀
５
番
地

湯
沢
市
湯
ノ
原
一
丁
目
１
番
3
6
号

河
辺
郡
河
辺
町
戸
島
字
本
町
1
5
2
番
地

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
県
は
平
成
1
3
年
度
に
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い

う
）
に
選
手
強
化
対
策
費
補
助
金
３
億
円
を
交
付
し
た
。
対
策
本
部
は
県
教
育
庁
国
体
準
備

室
に
事
務
局
を
設
置
し
、
県
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
右
準
備
室
職
員
を
事
務
局
長
や
事
務

局
員
と
し
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
任
意
団
体
で
あ
る
。
一
方
、
国
体
準
備
室
は
本
件
補
助
金

の
交
付
事
務
を
所
掌
し
、
室
長
は
本
件
補
助
金
の
支
出
命
令
及
び
額
の
確
定
に
関
す
る
専
決

権
者
で
あ
る
。

（
２
）
国
体
準
備
室
職
員
ら
は
、
一
方
で
は
対
策
本
部
職
員
と
し
て
本
件
補
助
金
に
係
る
補
助
事

業
の
計
画
・
立
案
、
補
助
金
交
付
申
請
書
の
作
成
・
申
請
等
の
事
務
を
行
い
、
一
方
で
は
県

職
員
と
し
て
右
交
付
申
請
の
審
査
、
決
定
に
係
る
事
務
を
行
っ
た
。
そ
し
て
県
職
員
と
し
て

本
件
補
助
金
を
支
出
し
、
対
策
本
部
職
員
と
し
て
そ
れ
を
使
用
し
た
。
更
に
は
、
対
策
本
部

職
員
と
し
て
各
競
技
団
体
等
が
実
施
し
た
各
補
助
事
業
の
内
部
審
査
を
行
い
県
に
提
出
す
る

実
績
報
告
書
の
作
成
等
を
行
っ
た
。
請
求
人
ら
の
今
年
２
月
の
別
件
監
査
請
求
を
契
機
に
し

た
今
年
４
月
の
機
構
改
革
で
国
体
準
備
室
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
県
職
員

と
し
て
右
実
績
報
告
書
に
係
る
審
査
及
び
補
助
金
額
の
確
定
事
務
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
。

教
育
庁
事
務
局
組
織
と
任
意
団
体
事
務
局
組
織
と
を
区
別
し
な
い
乱
脈
は
、
二
つ
の
顔
を

使
い
わ
け
て
補
助
金
を
支
出
す
る
者
と
補
助
金
を
受
け
取
り
使
用
す
る
者
も
同
一
に
す
る
と

い
う
、
い
わ
ば
「
丸
投
げ
」
の
補
助
金
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
透
明
で

公
正
を
欠
く
や
り
方
で
は
、
補
助
金
交
付
の
目
的
と
さ
れ
る
各
事
業
が
果
た
し
て
真
に
必
要

な
事
業
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
実
績
報
告
書
記
載
の
各
事
業
が
果
た
し
て
真
に
そ
の
通
り
実

施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
、
県
民
は
重
大
な
疑
問
を
抱
え
ざ
る
を
得
な

い
。

（
３
）
更
に
、
本
件
補
助
金
の
う
ち
約
2
3
9
7
万
円
は
対
策
本
部
が
直
接
に
使
用
す
る
「
組
織
の
充

実
・
拡
充
」
費
等
に
留
保
さ
れ
、
公
益
に
反
す
る
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
」
等
に
違
法
・

不
当
に
使
用
さ
れ
た
。

（
４
）
以
上
の
よ
う
に
、
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
及
び
そ
の
目
的
・
使
途
に
は
重
大
な
疑
問
が

あ
る
の
で
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
監
査
を
行
う
よ
う
求
め
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要

件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

第
２
　
監
査
の
実
施

監
査
委
員
公
告

団
体
役
員
　
　
後
　
藤
　
和
　
夫

鈴
　
木
　
正
　
和

団
体
役
員
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

自
　
　
営
　
　
奈
　
良
　
　
　
知

団
体
役
員
　
　
納
　
谷
　
　
　
悟

団
体
役
員
　
　
松
　
本
　
　
　
匡

桜
　
田
　
鐘
　
子

柴
　
田
　
奎
　
介

高
　
橋
　
　
　
忠

団
体
職
員
　
　
鈴
　
木
　
サ
キ
子
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１
　
監
査
の
対
象
事
項

教
育
庁
保
健
体
育
課
国
体
準
備
室
（
以
下
「
準
備
室
」
と
い
う
。
）
が
第
6
2
回
秋
田
国
体
競

技
力
向
上
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
し
た
平
成
1
3
年
度
選

手
強
化
対
策
費
補
助
金
（
以
下
「
本
件
補
助
金
」
と
い
う
。
）
の
目
的
及
び
交
付
手
続
に
つ
い

て
、
違
法
又
は
不
当
な
事
実
が
あ
る
か
否
か
。

２
　
監
査
対
象
課

教
育
庁
保
健
体
育
課
（
以
下
「
保
健
体
育
課
」
と
い
う
。
）

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
4
年
６
月
３
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
が
、
請
求
人
か
ら
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
な
か
っ
た
。

第
３
　
監
査
の
結
果

１
　
確
認
し
た
事
項
の
概
要

（
１
）
本
件
補
助
金
の
内
容

ア
　
目
的

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
競
技
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

イ
　
目
的
達
成
の
た
め
に
実
施
す
る
事
業

・
指
導
体
制
の
確
立

・
選
手
の
育
成
強
化

・
ス
ポ
ー
ツ
医
・
科
学
の
充
実

・
諸
条
件
の
整
備

・
意
識
の
高
揚

・
組
織
の
充
実
・
拡
充

ウ
　
交
付
方
法

前
金
払

エ
　
補
助
対
象
事
業
者

対
策
本
部

事
務
局
は
準
備
室
内
に
設
置
、
保
健
体
育
課
国
体
準
備
室
長
（
以
下
「
準
備
室
長
」
と

い
う
。
）
が
対
策
本
部
事
務
局
長
（
以
下
「
事
務
局
長
」
と
い
う
。
）
を
兼
務
し
て
い

た
。

オ
　
交
付
決
定
額

当
初
交
付
決
定
額
　
3
0
0
,0
0
0
,0
0
0
円

変
更
後
交
付
決
定
額
　
2
9
3
,6
4
3
,2
3
3
円

カ
　
変
更
交
付
決
定
に
伴
う
返
納
額

返
納
額
　
6
,3
5
6
,7
6
7
円

（
２
）
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続

ア
　
交
付
申
請
書
の
受
理

（
ア
）
第
6
2
回
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部
本
部
長
（
以
下
「
対
策
本
部
長
」
と
い

う
。
）
か
ら
の
提
出
　
平
成
1
3
年
４
月
1
3
日

（
イ
）
知
事
に
よ
る
受
理
　
平
成
1
3
年
４
月
1
3
日

な
お
、
秋
田
県
財
務
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
2
4
7
条
及
び
保
健
体
育

課
関
係
補
助
金
交
付
要
綱
（
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
２
の
２
に
規
定
す
る
事
業

実
施
計
画
及
び
収
支
予
算
書
を
添
付
し
て
い
た
。

ま
た
、
申
請
書
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
上
記
書
類
の
内
容
に
関
連
し
た
事
業
明
細

等
に
つ
い
て
、
交
付
事
務
を
扱
う
準
備
室
が
申
請
者
か
ら
関
係
資
料
等
を
も
と
に
聴
取

を
行
っ
て
い
た
。

イ
　
支
出
負
担
行
為
及
び
交
付
決
定

（
ア
）
支
出
負
担
行
為
伺
の
発
議
　
平
成
1
3
年
４
月
1
3
日

（
イ
）
支
出
負
担
行
為
伺
の
決
議
　
平
成
1
3
年
４
月
2
4
日
（
知
事
に
よ
る
決
裁
）

（
ウ
）
交
付
決
定
　
平
成
1
3
年
４
月
2
4
日

（
エ
）
交
付
決
定
通
知
　
平
成
1
3
年
４
月
2
5
日

ウ
　
支
出

規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
準
備
室
長
の
決
裁
に
よ
り
、
1
1
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
て

い
た
。

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

第
７
回

第
８
回

第
９
回

第
1
0
回

第
1
1
回

エ
　
変
更
承
認

申
請
内
容
は
、
事
業
実
施
計
画
の
見
直
し
に
伴
う
補
正
及
び
補
助
申
請
書
の
収
支
予
算

額
と
対
策
本
部
当
初
予
算
書
の
項
目
区
分
の
修
正
で
あ
っ
た
。

支
出
命
令
年
月
日

平
成
1
3
年
４
月
2
4
日

平
成
1
3
年
５
月
1
0
日

平
成
1
3
年
６
月
８
日

平
成
1
3
年
７
月
６
日

平
成
1
3
年
８
月
７
日

平
成
1
3
年
９
月
1
2
日

平
成
1
3
年
1
0
月
９
日

平
成
1
3
年
1
1
月
2
1
日

平
成
1
3
年
1
2
月
７
日

平
成
1
4
年
１
月
1
0
日

平
成
1
4
年
２
月
７
日

支
出
年
月
日

平
成
1
3
年
４
月
2
7
日

平
成
1
3
年
５
月
2
1
日

平
成
1
3
年
６
月
2
1
日

平
成
1
3
年
７
月
1
9
日

平
成
1
3
年
８
月
2
1
日

平
成
1
3
年
９
月
2
1
日

平
成
1
3
年
1
0
月
2
2
日

平
成
1
3
年
1
1
月
3
0
日

平
成
1
3
年
1
2
月
2
1
日

平
成
1
4
年
１
月
2
1
日

平
成
1
4
年
２
月
2
1
日

支
出
計

支
出
金
額

1
1
9
,5
0
0
,0
0
0
円

5
7
,8
0
0
,0
0
0
円

3
5
,0
0
0
,0
0
0
円

3
2
,7
0
0
,0
0
0
円

1
1
,4
0
0
,0
0
0
円

1
0
,3
0
0
,0
0
0
円

8
,0
0
0
,0
0
0
円

7
,8
0
0
,0
0
0
円

7
,5
0
0
,0
0
0
円

7
,2
0
0
,0
0
0
円

2
,8
0
0
,0
0
0
円

3
0
0
,0
0
0
,0
0
0
円
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（
ア
）
変
更
申
請
書
の
受
理
　
平
成
1
4
年
３
月
2
7
日

な
お
、
規
則
第
2
5
2
条
及
び
要
綱
第
３
の
２
■
に
規
定
す
る
変
更
事
業
計
画
書
及
び

変
更
収
支
予
算
書
を
添
付
し
て
い
た
。

ま
た
、
変
更
承
認
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
者
か
ら
関
係
資
料
等
を
も
と
に
内
容
に
つ

い
て
聴
取
を
行
っ
て
い
た
。

（
イ
）
変
更
承
認
起
案
　
平
成
1
4
年
３
月
2
7
日

（
ウ
）
変
更
承
認
決
裁
　
平
成
1
4
年
３
月
2
7
日
（
準
備
室
長
に
よ
る
決
裁
）

（
エ
）
変
更
承
認
の
通
知
　
平
成
1
4
年
３
月
2
8
日

オ
　
実
績
報
告
書

（
ア
）
実
績
報
告
書
の
提
出
　
平
成
1
4
年
３
月
3
1
日

な
お
、
規
則
第
2
5
5
条
及
び
要
綱
第
６
の
２
に
規
定
す
る
実
績
報
告
書
に
は
収
支
精

算
書
を
添
付
し
て
い
た
。
収
受
印
は
平
成
1
4
年
３
月
3
1
日
付
け
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
機
構
改
革
に
よ
る
準
備
室
廃
止
に
伴
い
、
保
健
体
育
課
が
内
容
審
査
を
行
っ

て
お
り
、
内
容
に
つ
い
て
関
係
資
料
等
を
も
と
に
聴
取
を
行
っ
て
い
た
。

カ
　
額
の
確
定
及
び
返
納
命
令

（
ア
）
額
の
確
定
　
平
成
1
4
年
５
月
2
1
日
（
教
育
庁
保
健
体
育
課
長
（
以
下
「
保
健
体
育
課

長
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
決
裁
）

実
績
額
　
2
9
3
,6
4
3
,2
3
3
円

（
イ
）
返
納
命
令
　
平
成
1
4
年
５
月
2
1
日
（
保
健
体
育
課
長
に
よ
る
決
裁
）

返
納
額
　
6
,3
5
6
,7
6
7
円
（
平
成
1
4
年
５
月
2
3
日
収
納
）

（
３
）
平
成
1
3
年
度
に
お
け
る
準
備
室
の
職
務
分
担

ア
　
本
件
補
助
金
交
付
に
係
る
事
務
を
担
当
し
て
い
た
者

（
ア
）
申
請
の
受
理
、
交
付
決
定
及
び
支
出
命
令

準
備
室
長
、
準
備
室
総
務
・
企
画
班

（
イ
）
実
績
報
告
書
の
受
理
、
審
査
、
額
の
確
定
及
び
返
納
命
令

保
健
体
育
課
長
、
保
健
体
育
課
総
務
・
企
画
班

イ
　
対
策
本
部
の
事
務
局
事
務
を
兼
務
し
て
い
た
者
（
機
構
改
革
に
よ
る
準
備
室
廃
止
時
ま

で
）準
備
室
長
（
事
務
局
長
兼
務
）
、
準
備
室
競
技
力
向
上
対
策
班
（
事
務
局
員
兼
務
）

ウ
　
本
件
補
助
金
の
事
務
執
行
に
係
る
決
裁
権
者

（
ア
）
交
付
決
定

知
事

（
イ
）
支
出
命
令
及
び
変
更
交
付
決
定

準
備
室
長

（
ウ
）
額
の
確
定
及
び
返
納
命
令

保
健
体
育
課
長

（
４
）
対
策
本
部
に
お
け
る
決
裁
状
況

交
付
申
請
、
変
更
交
付
申
請
及
び
実
績
報
告
に
つ
い
て
は
役
員
で
あ
る
常
務
の
決
裁
、
ま

た
、
補
助
金
の
請
求
及
び
経
費
の
支
払
事
務
に
つ
い
て
は
事
務
局
長
の
決
裁
を
受
け
て
い

た
。

２
　
保
健
体
育
課
の
説
明

（
１
）
監
査
期
間
の
徒
過
に
つ
い
て

法
第
2
4
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
住
民
監
査
請
求
は
「
違
法
若
し
く
は
不
当
な
公

金
支
出
」
等
の
財
務
会
計
上
の
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内
に
請
求

す
る
旨
定
め
て
い
る
。

「
違
法
若
し
く
は
不
当
な
公
金
支
出
」
等
の
財
務
会
計
上
の
行
為
の
あ
っ
た
日
で
あ
る

「
当
該
行
為
が
あ
っ
た
日
」
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
平
成
７
年
２
月
2
1
日
最
高
裁
判
例
に
よ

り
個
々
の
支
出
行
為
の
あ
っ
た
日
で
扱
う
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
件
補
助
金
の
個
々
の
支
出
行
為
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
本
件
監
査
請
求
は
平

成
1
4
年
５
月
2
1
日
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
補
助
金
に
係
る
支
出
行
為
の
う
ち
平

成
1
3
年
４
月
2
7
日
に
交
付
し
た
1
1
9
,5
0
0
,0
0
0
円
に
つ
い
て
は
、
監
査
請
求
の
対
象
に
は
な

り
得
な
い
。

な
お
、
法
第
2
4
2
条
第
２
項
た
だ
し
書
き
に
よ
れ
ば
、「
正
当
な
理
由
」
が
有
る
場
合
に
限

り
、
例
外
と
し
て
１
年
経
過
後
も
監
査
請
求
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
補
助
金

は
、
平
成
1
3
年
度
の
秋
田
県
一
般
会
計
予
算
に
計
上
さ
れ
、
公
然
と
支
出
さ
れ
、
支
出
の
過

程
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
不
正
な
処
理
を
し
て
こ
れ
を
隠
蔽
し
た
こ
と
も
な
い
こ
と
か
ら
、
請

求
者
ら
の
監
査
請
求
の
期
間
徒
過
に
つ
い
て
、
「
正
当
な
理
由
」
は
存
在
し
な
い
。

（
２
）
補
助
金
の
目
的
、
使
途
に
つ
い
て

ア
　
本
件
補
助
金
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
競
技
力
向
上
を
図
る
事
を
目
的
と
し
て
い
る
。

イ
　
対
策
本
部
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
「
組
織
の
充
実
・
拡
充
」
等
の
経
費
は
、
公
益
性
の

高
い
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
力
向
上
を
図
る
と
い
う
補
助
目
的
に
沿
っ
た
範
囲
内
で
支
出
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
支
出
内
容
に
お
い
て
何
ら
違
法
又
は
不
当
は
な
い
。

（
３
）
補
助
金
の
交
付
手
続
等
に
つ
い
て

ア
　
本
件
補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
対
策
本
部
長
か
ら
知
事
に
対
し
て
、
規
則
・
要
綱
に
定

め
ら
れ
た
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
申
請
の
内
容
を
審
査
し
た
が
、
要
綱
に
適
合
し
て
い

た
。

イ
　
支
出
負
担
行
為
伺
及
び
交
付
決
定
は
、
規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
の
決
裁
を

受
け
た
。

ウ
　
本
件
補
助
金
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
準
備
室
長
が
決
裁

し
た
。

（
１
）
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エ
　
経
費
配
分
の
変
更
承
認
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
2
5
2
条
及
び
要
綱
第
３
の
規
定
に
基
づ

き
提
出
さ
れ
、
準
備
室
長
が
決
裁
を
し
た
。

オ
　
実
績
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
機
構
改
革
に
よ
り
、
平
成
1
4
年
３
月
3
1
日
付
け
で
準
備
室

が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
保
健
体
育
課
が
書
類
審
査
を
行
っ
た
が
、
交
付
決
定
の
内

容
及
び
条
件
に
適
合
し
て
い
る
ほ
か
、
補
助
事
業
の
目
的
外
へ
の
支
出
は
な
く
、
保
健
体

育
課
長
が
決
裁
し
た
。

カ
　
実
績
報
告
書
の
審
査
の
結
果
、
実
績
額
が
交
付
決
定
額
を
下
回
っ
た
の
で
、
規
則
第
３

条
の
規
定
に
基
づ
き
保
健
体
育
課
長
が
額
を
確
定
し
、
返
納
命
令
を
行
っ
た
。

キ
　
本
件
補
助
金
の
申
請
、
変
更
申
請
及
び
実
績
報
告
に
つ
い
て
は
、
対
策
本
部
役
員
で
あ

る
常
務
の
決
裁
を
受
け
て
い
た
。

ク
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
補
助
金
の
交
付
決
定
に
あ
っ
て
は
知
事
が
、
支
出
命
令
に
あ

っ
て
は
準
備
室
長
が
、
実
績
報
告
書
の
審
査
及
び
額
の
確
定
に
あ
っ
て
は
保
健
体
育
課
長

が
決
裁
し
て
お
り
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
等
に
つ
い
て
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
た
。

一
方
で
、
本
件
補
助
金
を
受
領
し
使
用
す
る
者
は
対
策
本
部
長
で
あ
り
、
補
助
金
を
支

出
す
る
者
と
受
け
取
り
使
用
す
る
者
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
請
求
人
の
主
張
は
当
た
ら
な

い
。な
お
、
準
備
室
長
が
事
務
局
長
を
兼
務
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
支
出
に
関
し
て
は
外
形

的
に
同
一
で
あ
る
が
、
支
出
命
令
は
交
付
決
定
時
に
承
認
さ
れ
た
月
別
支
払
計
画
表
に
基

づ
き
事
務
的
に
行
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
補
助
事
業
の
実
施
内
容
に
全
く
影
響
は
な
い
も
の
で

あ
る
。

（
４
）
補
助
金
の
留
保
に
つ
い
て

約
2
,3
9
7
万
円
の
「
組
織
の
充
実
・
拡
充
」
費
に
つ
い
て
は
、
対
策
本
部
が
直
接
実
施
す

る
事
業
経
費
と
し
て
予
算
段
階
か
ら
計
上
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
留
保
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。

（
５
）
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業

ア
　
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
2
年
度
に
県
ス
ケ
ー
ト
連
盟
理
事
会
と
対

策
本
部
委
員
会
の
決
議
に
よ
り
対
策
本
部
が
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
1
3
年
度
も
継

続
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
コ
ー
チ
等
に
よ
る
強
化
練

習
で
あ
っ
て
、
県
ス
ケ
ー
ト
連
盟
が
実
施
す
る
も
の
と
変
わ
ら
ず
、
何
ら
問
題
は
な
い
。

イ
　
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
当
初
予
算
書
の
「
選
手
の
育
成
強

化
」
費
に
計
上
さ
れ
て
い
た
内
容
で
執
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
経
費
配
分
の
変
更
の
段

階
で
「
組
織
の
充
実
・
拡
充
」
費
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
、
補
助
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に

行
わ
れ
て
お
り
、
違
法
又
は
不
当
な
支
出
に
は
当
た
ら
な
い
。

（
６
）
結
論

請
求
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
平
成
1
3
年
度
対
策
本
部
に
交
付
し
た
本
件
補
助
金
の
う
ち
平

成
1
3
年
４
月
2
7
日
に
交
付
し
た
1
1
9
,5
0
0
,0
0
0
円
に
つ
い
て
は
、
法
に
定
め
る
監
査
請
求
期

間
を
徒
過
し
て
い
る
の
で
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
を
除
く
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
規
則
等
の
規
定
に
従
い

適
正
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
補
助
金
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
支
出
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
支
出
内
容
に
お
い
て
違
法
又
は
不
当
の
事
実
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
請
求
人
ら

の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

（
１
）
期
間
徒
過
に
つ
い
て

法
第
2
4
2
条
の
規
定
に
よ
り
、
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
の
あ

っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
」
に
関
し
て
は
平
成
７
年
２
月
2
1
日
最
高
裁

第
三
小
法
廷
判
決
に
よ
り
、
「
個
々
の
支
出
行
為
の
あ
っ
た
日
で
あ
る
」
と
し
た
次
の
内
容

の
判
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
概
算
払
は
、
地
方
自
治
法
が
普
通
地
方
公
共

団
体
の
支
出
の
一
方
法
と
し
て
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
2
3
2
条
の
５
第
２
項
）
、

支
出
金
額
を
確
定
す
る
精
算
手
続
の
完
了
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と

な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
と
し
て
の
公
金
の
支
出
に
当
た
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ

し
て
、
概
算
払
に
よ
る
公
金
の
支
出
に
違
法
又
は
不
当
の
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
つ
い

て
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
理
由
は
な
い
。
」
と
し
た
上
で
、
「
概
算
払
に
よ

る
公
金
の
支
出
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
は
、
当
該
公
金
の
支
出
が
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経

過
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
こ

れ
と
同
旨
の
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
て
い
る
。

前
金
払
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
法
第
2
3
2
条
の
５
第
２
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
支
出
の
一

方
法
で
あ
り
、
規
則
第
2
5
8
条
第
４
項
に
基
づ
き
支
出
さ
れ
て
お
り
、
前
金
払
の
時
点
で
そ

の
支
出
目
的
、
金
額
及
び
算
定
根
拠
は
明
確
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
金
払
の
違

法
性
、
不
当
性
は
概
算
払
と
同
様
に
そ
の
後
の
補
助
金
額
の
確
定
手
続
を
経
な
く
と
も
判
断

で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
判
例
に
従
え
ば
、
平
成
1
3
年
度
に
1
1
回
に
分
け
て
支
出
さ
れ
た
本
件
補

助
金
の
う
ち
平
成
1
3
年
４
月
2
7
日
に
支
出
し
た
1
1
9
,5
0
0
,0
0
0
円
に
つ
い
て
は
、
請
求
期
間

を
徒
過
し
て
お
り
不
適
法
な
請
求
で
あ
る
か
ら
、
監
査
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
な
り
、

残
る
1
0
回
分
に
関
す
る
も
の
が
監
査
の
対
象
と
な
る
。

（
２
）
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
等
に
つ
い
て

ア
　
本
件
補
助
金
の
目
的
・
使
途
に
つ
い
て
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本
件
補
助
金
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
競
技
力
向
上
を
図
る
こ
と

に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
２
条
第
８
項
別
表
第
１
の

3
4
の
２
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
「
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
必
要
な
事
務
を
行
う
」
と
さ

れ
、
改
正
後
の
法
第
２
条
第
２
項
に
お
い
て
も
「
地
域
に
お
け
る
事
務
」
に
包
含
さ
れ
て

い
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
公
益
上
の
必
要
が
あ
っ
て
補
助
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
補
助
金
は
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
前
記
第
３
の
１
■
イ
に
掲
記

し
て
い
る
各
種
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
こ
の

事
業
実
施
の
上
で
必
要
な
範
囲
に
限
ら
れ
、
対
象
経
費
に
つ
い
て
も
こ
の
見
地
か
ら
積
算

し
予
算
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

イ
　
「
補
助
金
を
支
出
す
る
者
と
受
け
取
り
使
用
す
る
者
も
同
一
に
す
る
の
は
不
透
明
で
公

正
を
欠
く
」
と
の
主
張
に
つ
い
て

請
求
人
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
本
件
補
助
金
を
「
交
付
・
支
出
す
る
者
す
な
わ
ち
行

政
組
織
で
あ
る
準
備
室
の
県
職
員
が
、
本
件
補
助
金
を
受
け
取
り
使
用
す
る
者
す
な
わ
ち

任
意
団
体
で
あ
る
対
策
本
部
の
事
務
局
職
員
を
兼
務
し
て
い
る
の
は
、
不
透
明
で
公
正
を

欠
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
起
因
し
て
各
事
業
の
必
要
性
並
び
に
実
施
結
果
の
信
憑
性
に

疑
問
が
生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
解
し
て
検
討
す
る
。

請
求
人
の
い
う
よ
う
に
、
準
備
室
と
対
策
本
部
の
職
員
が
同
一
で
あ
る
と
し
て
も
、
県

の
意
思
は
知
事
の
指
揮
命
令
の
も
と
で
決
定
さ
れ
、
一
方
の
対
策
本
部
の
意
思
は
対
策
本

部
長
の
指
揮
命
令
の
も
と
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
組
織
と
し
て
の
意
思
決
定
は
指

揮
命
令
下
に
あ
る
職
員
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
補
助
金
交
付
手
続
の
実
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
記
第
３
の
１
■
及
び
■
で

確
認
し
た
と
お
り
、
交
付
決
定
に
つ
い
て
は
知
事
が
決
裁
し
、
変
更
交
付
申
請
に
関
す
る

事
務
に
つ
い
て
は
準
備
室
長
が
決
裁
し
、
額
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
改
革
に
よ
り
準

備
室
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
事
務
を
引
き
継
い
だ
保
健
体
育
課
長
が
決
裁
し
て
お

り
、
い
ず
れ
も
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
団
体
側
の
補
助
金
申
請
及
び
実
績
報
告
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
対
策
本
部
役

員
で
あ
る
常
務
が
決
裁
し
て
お
り
、
支
出
者
と
使
用
者
の
間
に
お
け
る
同
一
性
は
認
め
ら

れ
な
い
。

な
お
、
本
件
補
助
金
の
支
出
に
関
し
て
は
、
準
備
室
長
の
決
裁
で
行
わ
れ
て
お
り
、
団

体
の
事
務
局
長
を
準
備
室
長
が
兼
務
し
て
い
る
点
で
、
外
形
的
に
は
同
一
性
が
認
め
ら
れ

る
が
、
事
務
執
行
の
実
態
を
み
る
と
、
準
備
室
長
は
、
対
策
本
部
か
ら
の
請
求
を
受
け

て
、
知
事
が
決
裁
し
た
支
出
負
担
行
為
の
月
別
支
払
計
画
に
基
づ
い
て
支
出
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
事
業
内
容
を
左
右
す
る
よ
う
な
裁
量
権
を
行
使
す
る
余

地
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
不
透
明
で
公
正
を
欠
く
」
事
実
は
認
め
ら
れ
な

い
。

さ
ら
に
、
補
助
金
交
付
事
務
は
準
備
室
の
総
務
・
企
画
班
が
担
当
し
て
い
る
が
、
対
策

本
部
の
事
務
は
兼
務
職
員
で
あ
る
競
技
力
向
上
対
策
班
が
担
当
し
、
事
務
処
理
の
過
程
で

対
策
本
部
長
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
い
た
の
で
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
同
一
性
は
認
め
ら

れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
は
適
正
に
行
わ
れ
て
お
り
、

「
補
助
金
を
支
出
す
る
も
の
と
受
け
取
り
使
用
す
る
者
が
同
一
で
あ
る
た
め
に
不
透
明
で

公
正
を
欠
く
」
と
の
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

ウ
　
補
助
金
が
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
等
に
違
法
・
不
当
に
使
用
さ
れ
た
」
と
す
る
主
張

に
つ
い
て

フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
は
、
従
来
か
ら
、
県
の
ス
ケ
ー
ト
連
盟
の
一
部
会
で
あ
る
フ
ィ

ギ
ュ
ア
部
会
が
事
業
を
実
施
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
連
盟
が
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事

業
の
実
施
を
取
り
止
め
た
こ
と
に
伴
い
、
対
策
本
部
が
直
接
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
「
選
手
の
育
成
強
化
」
費
に
予
算
計
上
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
変
更
申
請
の
段
階
で
「
組
織
の
充
実
・
拡
充
」
費
に
整
理
し
た
も
の
で
、
特
別

に
留
保
し
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
。

選
手
強
化
事
業
を
競
技
団
体
が
行
う
か
、
対
策
本
部
自
ら
が
行
う
か
は
、
対
策
本
部
に

お
け
る
事
業
実
施
方
針
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
主
性
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
保
健
体
育
課
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
の
実
績
報
告
書
の
審
査
に

当
た
っ
て
、
対
策
本
部
か
ら
関
係
書
類
の
提
示
を
求
め
、
補
助
金
が
目
的
に
沿
っ
て
使
用

さ
れ
た
か
ど
う
か
を
聴
取
し
て
お
り
、
事
業
内
容
の
確
認
も
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

と
認
め
ら
れ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
補
助
金
が
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
等
に
違
法
・
不
当
に
使

用
さ
れ
た
」
と
す
る
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
請
求
人
は
監
査
委
員
に
対
し
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
に
関
す
る
本
件

補
助
金
の
対
策
本
部
に
お
け
る
使
用
手
続
及
び
使
途
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
き
監
査
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
請
求
人
の
要
望
を
ふ
ま
え
、
対
策
本
部
の
協
力
を
得
て
、
関
係
資
料
の
提
示

を
求
め
、
直
接
、
使
途
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
強
化
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
県
体
協
等
の
各
団

体
の
助
言
・
指
導
を
得
な
が
ら
コ
ー
チ
の
招
聘
等
の
事
業
計
画
を
立
案
・
実
施
し
て
お

り
、
そ
の
使
途
に
お
い
て
目
的
外
に
使
用
し
た
事
実
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
付
言

す
る
。

（
１
）

（
２
）
（
３
）
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（
３
）
結
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。
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